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西澤執行部「2025年対策セミナー」の継続開催を決定
会員に進路選択の情報を提供。5月に「14年改定」と「病床機能報告&新基金」

西澤執行部は「2025年に生き残るための経営セミナー」の開催を決め、4月19日の
2014年度第1回常任理事会に報告した。
経営セミナーはテーマを変えながら継続的に開催される。その第1回は「2014年度

診療報酬改定の全体像を考える」と題して5月11日に、第2回は「医療法等改正案の全
体像～新たな財政支援制度への対応、病床機能報告制度とは」と銘打って5月18日に、
いずれも全日病本部の大会議室で行なわれる。

「2025年に生き残るための経営セミナ
ー」は、3月29日に開かれた第1回臨時
総会における西澤会長の冒頭挨拶から
生まれた。
会員病院に「点数の多寡だけで判断

するのではなく、自院の将来ポジショ
ンを考えて進路を選択していただきた
い」と留意を呼びかけた西澤会長は、
「制度改革への対応と診療報酬改定へ
の対応を整合性をもって行なう必要」
を提起するとともに、支部と会員病院
に積極的な対応を求めた。
その一方で、（1）14年度改定への対

応、（2）改定と制度改正との整合性を
確保した対応、（3）2025年に向けた医

療提供体制のあり方の検討という3つ
の課題をあげ、「正副会長会議を中心
に、関連委員会の協力を得て、必要な
情報を会員に提供するとともに対応の
あり方を示す」と明言した。
その具体策のひとつが、シリーズで

開催される、一体改革への対応に焦点
を合わせた「2025年に生き残るための
経営セミナー」である。
その第1回の「2014年度診療報酬改定
の全体像を考える」は、猪口副会長と
医療保険・診療報酬委員会の西本委員
が今改定の意図を解明、さらに、病院
が対応策を考える上で重要なポイント
を提示する内容が予定されている。

2回目のセミナーでは、厚労省医政局
指導課医師確保等地域医療対策室の
佐々木昌弘室長が「医療法等改正案の
全体像」と新基金制度について、西澤
会長が病床機能報告制度について解説
する。

両セミナーとも、参加者から事前に
受け付けた質問に具体的に回答する質
疑応答の時間を確保している。
執行部は、すでに、第3回以降の検

討に入っており、今後も会員病院のニ
ーズに対応していく考えだ。

「2025年に生き残るための経営セミナー」（会場は全日本病院協会の大会議室）

第1回／2014年度診療報酬改定の全体像を考える
プログラム（予定）
「医療制度改革と診療報酬改定」 全日本病院協会副会長　猪口　雄二
「2014年度診療報酬改定の全体像」 大倉山記念病院事務長　西本　育夫
質疑応答　

日　　時● 5月11日（日） 午後1時～午後4時
定　　員● 100名（先着順）
参 加 費● 1名につき　会員病院 8,000円、会員以外 1万5,000円

第2回／医療法等改正案の全体像～新たな財政支援制度への対応、病床機能報告制度とは
プログラム（予定）
「医療法等改正案の全体像と新たな財政支援制度への対応」

厚労省医政局指導課医師確保等地域医療対策室長　佐々木昌弘
「病床機能報告制度とは」 全日本病院協会 会長 西澤　寛俊
質疑応答　

日　　時● 5月18日（日）午後1時～午後3時50分
定　　員● 100名（先着順）
参 加 費● 1名につき　会員病院 8,000円、会員以外 1万5,000円

規制改革会議構想を一部手直し。反対意見を考慮、手続き要件を厳格化
田村厚労大臣は現行制度枠内で対応する立場を堅持。安倍首相は併用制度見直しを指示

選択療養制度（仮称）

規制改革会議は4月16日の会合で「選
択療養制度（仮称）」の構想に一部手直
しを加えた案をまとめた。
3月27日の同会議で創設を提唱した

「選択療養制度」は、医師と患者が診療
契約書を交わすことによって保険診療
と保険外診療の併用ができるというも
ので、「論点整理」というかたちで、そ
の乱用を防止するための手続きとルー
ルの案が示された。
今回、「論点整理②」と題して示され
た修正案の骨子は以下のとおり。
1. 無用な診療（合理的な根拠が疑わし
い医療）等を除外するために、次のい
ずれかに当てはまる治療等は対象とし
ない。
（1）次に掲げるいずれの要件も満たさ
ない治療等
①国際的に認められたガイドラインに
掲載されている
②一定レベルの学術誌に掲載された査
読された2編以上の論文がある

③倫理審査委員会の承認を得ている
（2）最初からもっぱら保険外診療が目的
である場合
（3）代替できる保険診療の受診を経ず
に保険外診療が選ばれる場合
2. 安全性・有効性の確認、患者への不
利益の有無、併用による保険診療を損
う可能性について、次の仕組みで、判
断を専門家に仰ぐ。
（1）事前に作成した診療計画、前出1－
（1）のいずれかを満たすことを証明す
るエビデンス、医師の説明を納得した
患者が併用の選択を文書で認める「選
択書面」の3点を添付して、「全国統一的
な中立の専門家による評価」を受ける
（2）「専門家による評価」の結果を患者
に情報提供する
これらの修正は、3月27日の構想に、

医療団体や保険者だけでなく患者団体
からも批判と懸念が寄せられたため
で、手続き要件を厳格化することによ
って、なし崩し的に混合診療に向かう

可能性を否定してみせたものと思われ
る。
規制改革会議の岡議長（住友商事相

談役）は、同会議後に開かれた経済財
政諮問会議・産業競争力会議合同会議
に修正案を含む「選択療養制度」の創
設構想を報告。「年央に取りまとめる規
制改革に関する答申に提案を盛り込み
たい」と発言、実現へ意欲を表わした。
一方、田村厚労大臣は、「保険外併

用療養については今いろいろ調整して
いるが、いずれにしても、必要として
いる患者がなるべく早く保険外併用療
養の中でアクセスできるよう、さらに
詰めていきたい」と発言、基本的には
現行制度の枠内で対応するという立場
を堅持した。
合同会議の最後に、安倍首相は、「保
険外併用療養費制度の仕組みを大きく
変える制度改革について、関係大臣で
協力して案をまとめてもらいたい」と
指示した。

規制改革会議は4月23日の会合で、
前出の手続き要件を補正した「選択療
養制度」創設構想をあらためて確認。
さらに、「選択療養への懸念に応える」
と題したQ&Aをまとめた。
この会合で、厚労省は、修正案を含

む「選択療養制度」案に対する検討結
果を示した。
その中で、（1）「論点整理②」の1で

求めている安全性・有効性のエビデン
スは現行の評価療養とほぼ同じであ
る、（2）「論点整理②」の1のエビデン
スがあり、安全性・有効性が確認され
たものであれば、直ちに評価療養に進
むべきではないか、（3）実施計画に基
づかない個別のデータを集めても治験
等の次のステップへ進むために必要な
安全性・有効性の判断は困難であるな
どの疑問を示し、「かえって開発ラグ
が大きくなる」と批判した。

「清話抄」は3面に掲載しました。

▲西澤会長は、14年改定、制度改正、2025年への対応で会員に情報提供すると宣した（3月29日の臨時総会）

2015年度改定の議論を始める
介護給付費分科会

社会保障制度審議会の介護給付費分
科会は4月28日、2015年度介護報酬改定
の議論を始めた。
事務局（厚労省老健局老人保健課）は、
夏頃まで月2回のペースで総論の議論
を進め、秋から12月にかけて各論を検
討、12月中旬に報酬と基準見直しの基
本的な考え方を整理、来年1月に諮
問・答申と、これまでの改定と同様の審
議日程を提示、了承を得た。
総論のテーマとして、①定期巡回・随
時対応サービス、複合型サービス、②認
知症への対応、③在宅・施設サービスに
おける医療提供のあり方、④高齢者の
住まい（集合宅におけるサービス提供を
含む）、⑤リハビリ、予防サービス、⑥
ケアマネジメント、⑦区分支給限度基準
額、⑧補足給付の基準費用額、⑨処遇
改善、⑩地域区分を示した。
これらの中で大きなテーマとなるの

が処遇改善だ。厚労省の調査によると、
2013年に、87%の事業所が処遇改善加
算を届け出、当該事業所の常勤職員（月
給）の平均給与（2013年9月）は7,180円
増え、平均基本給も2,400円増加した。
厚労省は「加算は普及、定着してき

ている」と評価しているが、2025年へ
の工程からみると介護職員の数はまだ
まだ足りず、さらなる処遇改善が必要
だ。それだけに、この課題は、次期改
定をプラスに押し上げる重要なファク
ターとみられている。
併せて、人件費の地域区分も、前回

に続いて取り上げられる方向だ。
その一方で、4月22日の経済財政諮

問会議における麻生財務大臣の発言の
ように、収支差率が高く内部留保が多
額ながら常勤介護職員の賃金が低いと
みなされた特養には厳しい目が向けら
れている。



（2）2014年（平成26年）5月1日（木） 全日病ニュース　第823号

4月より消費税が8%に増税された。
昨年度、長い長いトンネルの出口に明
かりが見えた経済界だったが、年度末
の駆け込み消費に加え、4月に入って
からは個人消費が落ち込んでおり、予
想通り景気は低迷しているようだ。
政府は4月の月例経済報告で、国内
景気の基調判断を2012年11月以来と
なる下方修正する方針を打ち出した。
4月の診療報酬改定では、全体が

0.1%アップするものの、消費税増税
分を除く本体では1.26%のマイナス
改定となり、消費税問題に加えて経

営を圧迫する厳しい改定となった。
超高齢化社会へ向かうにつれ、医

療介護をとりまく制度の見直しが行
われ、医療機関の役割が変化してい
く時期に入ってきた。国民とりわけ
高齢者が安心して地域で医療介護を
受けられる制度を作ること、若い世
代が健康で社会生活を営むことがで
きることが、急務の課題である。
前者の対策として、政府は、「非営

利ホールディングカンパニー型法人制
度（仮称）」の創設を提案。現行の法人
制度にかかる規制を緩和し、高い自

由度を持った意思決定やグループ全
体での円滑な資金調達、余裕資金の
効率的な活用、医療・介護の営利法
人との緊密な連携などを可能にする
構想を打ち出した。
これは、「医療・介護分野を成長市

場に変え、ニーズにかなう質の高い
医療・介護サービスを持続可能な形で
提供できる体制に改革する」という基
本的な考え方に沿ったものであると
のことだが、今後この内容がどのよ
うに展開していくか、注視する必要
がある。

後者の対策は予防医療にある。先
日、厚労省は、2008年度から開始した
特定健康診査で、2008年度～2011年
度にメタボや予備軍判定を受けて特
定保健指導を受けた人のうち、男性で
約2～3割、女性で約3～4割が1年後
に予備軍未満に数値が改善したとい
う調査結果を発表した。6年経ってよ
うやくその効果が見えてきたようだ。
変動する社会情勢に合わせて、今

後、各医療機関は地域における自院
の経営方針を益々模索かつ検証して
いく必要がある。 （N）

変動する社会とともに医療機関の役割は変化していく
医療機関は自院の経営方針を益々模索・検証していく必要がある

田村厚労大臣「法人が医療法人の社員になれることを明確化」
経済財政諮問会議と産業競争力会議の合同会議 非営利HC構想が俎上に。健康・予防など公的保険外サービスの創出も

政府は4月16日に経済財政諮問会議
と産業競争力会議の合同会議を開催、
社会保障制度改革と健康産業振興策の
具体策を議論。薬価改定、非営利ホー
ルディングカンパニー型法人制度（以下
「非営利HC」）、混合診療などが俎上に
あげられ、安倍首相は、関係大臣の一
致した協力で必要な規制改革を進める
よう指示した。
経済財政諮問会議の伊藤議員（東大

大学院教授）は薬価改定を取り上げ、「2
年に一度ではなく、毎年市場価格に合
わせて調整していくべき」と提起。診療
報酬についても、「公共料金的な側面
があり、より踏み込んだ費用評価、徹
底した査定を実施すべき」とし、原価
解明によって診療報酬の引き下げが可
能と主張した。
さらに、「地域間を比較することによ

って、日本の医療費を抑え込むことが
可能」とも指摘。「都道府県ごとにベス
トプラクティスをベンチマークとして、
あるべき医療需要をしっかり目標に立て
てPDCAマネジメントをしていく」こと

を提案。そのためにもICTを使った医
療情報の収集が重要とした。
産業競争力会議の増田議員（東大公

共政策大学院客員教授）は非営利HCの
構想を紹介し、「これにより経営の効率
化が図られる。また、フィットネスクラ
ブ等の民間事業者との共同事業で、公
的保険外ヘルスケア産業の活性化につ
ながる。我が国にも米国のメイヨー・ク
リニックのような大規模医療法人が生ま
れるようにすべき」と論じた。
同議員は、また、「保険者及び経営

者に対する健康増進や予防に強いイン
センティブを与える制度」の導入を検討
するよう求めた。
これに対して、茂木経済産業大臣は、
医療・介護分野における公的保険外サ
ービス創出の取り組みとして、①生活
習慣病関連の予防等サービスを公的保
険外にシフトしていく、②簡易な血液
検査は規制外である等グレーゾーンの
解消に努め、事業環境を整備する、③
企業の健康経営取り組みに関する評価
指標を設定するなど健保への財政的イ

ンセンティブを導入する、④健康サー
ビスの品質認証を先行的に実施する、
などの施策案を紹介した。
こうした提案等に、田村厚生労働大

臣は、厚労省で検討を進めている事項
を以下のとおり説明した。
（1）非営利HCについては、まず、法人
が医療法人の社員になることができる
ことの明確化を図る。制度の具体的内
容は2014年中に結論を得て、15年中の
措置を目指す。
（2）健康増進や予防へのインセンティブ
に関しては、保険者が加入者に、ヘル
スケアポイントの付与、現金給付など
を選択して行なうことができる取り組
みを促進していく。
（3）保険外併用療養については、（適用
の）評価の迅速化を図ることが必要。
このため、国内未承認の医薬品等を迅
速に使用できるよう、現行制度上の仕
組みを検討する。
（4）医療・介護のICT化では、医療情報
連携ネットワークの普及促進や情報分析
と利活用の高度化を進めるとともに、医

療情報の番号制度の導入を検討する。
田村大臣は、「保険外併用療養につ

いては今いろいろ調整しているが、い
ずれにしても、必要としている患者が
なるべく早く保険外併用療養の中でア
クセスできるよう、さらに詰めていき
たい」と述べるなど、現行制度の枠内
で対応するという立場を堅持した。
他方、規制改革会議の岡議長は「保

険外併用療養費制度の改革」を取り上
げ、「3月に選択療養創設の提案を行な
った。年央に取りまとめる規制改革の
答申に提案を盛り込んでいく」考えを
明らかにした。
両会議の議長である安倍首相は、「本
日出された提案を踏まえ、個人の予防・
健康活動を促す仕組みや大学病院の別
法人化を含め、医療介護サービスを効
率的・総合的に供給する新たな法人制
度の実現方策、そして、保険外併用療
養費制度を大きく変える制度改革につ
いて、関係大臣で協力して案をまとめ
てもらいたい」と、議論をまとめた。

麻生財務大臣レセデータを活用した医療支出目標の設定を提案
経済財政諮問会議 民間議員 病床機能再編へ、病床類型を偏在・固定させない報酬体系を提言

4月22日の経済財政諮問会議は、「歳
出分野の重点化・効率」と題して社会保
障制度改革について議論。
民間議員を代表して、伊藤議員は、4
月16日の産業競争力会議との合同会議
における発言を踏まえ、要旨以下の提
案を行なった。
（1）病床や介護施設の料金や費用は適正
な原価を算定し、良質かつ効率的な病
院・事業者のベンチマークの結果を報酬
に反映すべき。
（2）薬価は、毎年、市場実勢価格を予
算に反映することをルール化すべき。
（3）調剤費の技術料の妥当性・適正性
について、コスト構造と併せて精査・
検証すべき。その際、調剤重視から服
薬管理・指導重視へのシフトを具体的
に検討すべき。
（4）薬価は費用対効果を踏まえた保険
適用の要否を、また、その中間的な仕
組みとして、自己負担率を調整する効
果・有用性を検討すべき。

（5）病床数と医療費には相関があり、
都道府県の権能強化・規制的手法等に
より、早急に供給体制の適正化を進め
るべき。病床機能再編に向けて、規制
的手法や補助金誘導に加え、価格のひ
ずみが病床類型を偏在化・固定化させ
ないよう報酬体系を見直すべき。
（6）国のイニシアティブによる地域横
断的な医療介護情報のICT化に加え、
レセプトデータと健診データへの個人
番号の導入を早急に行なうべき。
他の民間議員からも、「院内処方よ

りも院外処方の方が種々の経費がかか
るため、かえって高くなる場合もある
ことに注意が必要」等の指摘が出た。
麻生財務大臣は、「毎年、薬価の市

場実勢価格を予算に反映させるという
提案はよく検討していかなければなら
ない」と、薬価の毎年改定に前向きな
姿勢を示した。
麻生大臣は、また、「地域医療ビジ

ョンにおける病床数の数量面取組みに

とどまらず、費用面を含め、人口・年
齢構成や疾病構造等に対応する合理的
かつ妥当な水準の医療需要を地域ごと
に算定する必要」を提起。
「都道府県は、これを支出目標として
設定して医療費の適正化を進めるべき
である」とし、レセプトデータの統合
的な利活用を訴えた。
さらに、「こうした支出目標を国レ

ベル・保険者レベルでも設定。これに
よって、国は、フランスの医療費支出
国家目標制度（ONDAM）と同様の支出

目標を実施できる」と論じた。
田村厚生労働大臣は、民間議員から

の指摘に、「病床数の見直し、在宅医
療の充実、レセプトデータの活用等に
も取り組んでいきたい」と応じた。
安倍首相は、「本日の民間議員から

の提言を踏まえ、引き続き、諮問会議
で議論を深めて骨太な方針を掲げてほ
しい。ICTによる地域横断的な医療・
介護情報の活用については、国や都道
府県ごとの医療費の水準のあり方を含
め、社会保障・税一体改革担当大臣に
おいて、その具体化に向けた検討を進
めてほしい」と指示、地域横断的な医
療・介護情報の利活用を積極的に進め
る意向を明らかにした。

規制改革会議の健康・医療WGは4月
15日の会合で、「医療関連従事者の役
割分担の見直し」について議論。
特定行為の制度を取り上げ、（1）特

定行為の実施可否等を看護師が判断で
きる柔軟なものとすべきである、（2）特
定行為の範囲を広げていくべきである、
（3）研修を修了した看護師の情報は厚
労省が一元的に管理し、長期的には統
一名称を用いる仕組みを検討すべきで
ある、などを論点にあげた。
この日のWGに、厚労省は、「社会保
障制度改革国民会議報告書」の提言に
そって整理した、医療ICT化を進める
施策の考え方を報告した。

その中で、医療等情報の利活用とし
て、①レセプト情報・健診情報等データ
ベース（NDB）を地域医療ビジョンの策
定等に活かしていく、②被用者保険に
ついては「保健事業実施等の指針」を
改正し、健保組合と協会けんぽに、14
年度中にNDB等を活用した「データヘ
ルス計画」を作成し、15年度から事業
を実施するよう求める、③国保につい
ても、13年度中に「保健事業実施等の
指針」を改正し、市町村国保等が14年
度より保健事業の実施計画の見直しを
行ない、順次、NDBの分析に基づく保
健事業を実施することを推進する、な
どを明らかにした。

特定行為の拡大を提起。厚労省は医療ICT化の施策を示す
健康・医療WG
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大学病院の委員がⅠ群定義の見直しを提起
医療課長は議論の必要を認める。Ⅲ群の見直しも引き続く検討課題DPC評価分科会

診療報酬調査専門組織DPC評価分科会が4月18日に4ヵ月ぶりに開催され、次回改
定を含む「今後の検討課題」の整理を開始。事務局は、検討課題の1つに「病床機能分化
と医療機関群のあり方の整合性」をあげ、議論の俎上にのぼらせる考えを明らかにした。
「今後の検討課題」はDPC分科会における数回の議論を経て整理され、診療報酬基本問
題小委員会に諮った上で、次期改定に向けた分科会の議論が始まる。

2014年度改定後初の分科会に、事務
局（厚労省保険局医療課）は、「今後の
検討課題の素案（たたき台）」として、ま
ずは、例年実施されているDPC影響調
査に加えて、すでに検討課題として確
認済みの、①基礎係数（医療機関群）の
あり方、②病院指標の作成・公開、③
CCPマトリックス、④DPCデータ・レセ
プトの一本化、⑤適切な傷病名コーデ
ィングの推進、⑥コストアウトライヤ
ーの算定方法、⑦退院時処方のあり方
を提示。
また、分科会に付設されたDPC検討
WGが分担する検討課題である、⑧診
断群分類点数表の見直し、⑨様式1調
査項目の見直し、⑩コーディングテキ
ストの見直しを取り上げた。
さらに、新たに加えるものとして、⑪
高額な薬剤・検査に係る点数設定方式
Dの取り扱い、⑫短期滞在手術等基本
料3とDPCの整合性、⑬激変緩和措置
のあり方、⑭記載DPCデータとカルテ・
レセプトの整合性の確保、⑮簡素かつ
審査効率化に向けたDPC請求の諸問題
など、つごう20にもおよぶ項目を並べた。
この数は、2012年度改定直後に示し

た「今後の検討課題」の2倍以上にも達
する。
調整係数の廃止まで残り2改定に迫

る中、病院間の機能や診療密度等のば
らつきは、医療機関群ごとに収斂して
いくどころか拡大をたどっている。
こうした状況に、DPC病院の中には

現行の基礎係数を見直すべきではない
かという声があるが、基礎係数に対し
て機能評価係数のウエイトが小さいこ
とや、機能特性や地域医療におけるポ
ジショニングや連携を評価する指標も
十分ではないことなど、見直しを求め
る対象は基礎係数にとどまらない。
一方、医療課は、コーディングの精

度向上やDPCデータとレセプト（およ
びカルテ）の記載内容一体化など、デ
ータの質の確保に加え、医療保険の根
幹にかかわる部分での対応策を次々打
ち出してきたが、ここにきて新たに、
「病床機能分化と医療関群のあり方と
の整合性」をどう確保していくかとい
う課題が突き付けられるなど、2025年
に向けた改革の中で幾多の重要課題に
直面している。

「医療機関群と機能分化との整合性」も俎上に

Ⅱ群要件に内科系実績を追加する案も議論に

「病床機能分化との整合性」とは、病
床機能報告制度を経て地域医療ビジョ
ンで示される2025年段階における必要
量への対応である。こうした機能分化
の推進には、新基金制度とともに診療
報酬が動員される。DPCの病院にも何
らかのインセンティブが措置される可
能性が高いが、議論そのものは地域医
療ビジョンが策定される2015年度以降
の運びになると思われる。
この日の分科会でもこの問題への言

及はなかったが、機能分化のインセン
ティブは機能評価係数Ⅱとともに医療

機関群の分野で措置される可能性があ
る。この点で、この日は、基礎係数（医
療機関群）をめぐって2つの意見が示さ
れ、興味深いやりとりが展開された。
1つは、機能の異なる病院が混在し

ているⅢ群の細分化を求める美原委員
（美原記念病院長・全日病常任理事）の
意見。もう1つは、Ⅰ群でも実績のば
らつきが大きいことから、大学病院本
院に限定したⅠ群要件の見直しの必要
を論じた、複数委員の声である。
後者は分科会長の小山委員（東邦大

学医学部特任教授）自らが「Ⅰ群は大

学病院の本院という括りになっている
が、都会の病院と地方の病院では役割
が違う。この辺りの検証が必要ではな
いか」と切り出し、相川委員（慶應大
学名誉教授）が「大学病院によっては本
院の一部機能を分院に移しているもの
もあり、これがⅠ群のばらつきにつな
がっている可能性がある。そうだとす
ると本院が自動的にⅠ群というのはお
かしいのではないか。一度実状を調べ
てはどうか」と応じた。
こうした論調に、宇都宮医療課長は、

「（医療機関群をめぐる指摘は）グルー

ピングの問題なのか、あるいは基礎係
数の中に機能として分けて評価したほ
うがいいものがあるのかという点を洗
い出し、本当のベースの部分は何なの
か、その上で機能として評価すべき所
はどうなのかという辺りを検討したほ
うがいいのではないか」と述べ、そう
した視点を検討課題に追加する必要を
認めた。
Ⅰ群・Ⅱ群の見直しにつながる議論

の展開によってⅢ群の見直し議論も弾
みがつく可能性があり、今後どういう
議論が展開されるかが注目される。

この日の議論では、工藤委員（結核
予防会複十字病院長）が、「Ⅱ群の実績
要件3（高度な医療技術の実施）は外科
系が対象であり、内保連が提案している
特定内科26疾患を基にしたDPC25疾患
の実績を加味した評価を加えるべき」と
提案した。
この件は、事務局提案にも「外科系

以外の技術評価による評価方法をどう
考えるか」と盛り込まれており、今後、
重要な論点となりそうだ。
また、検討課題にある「短期滞在手

術等基本料3とDPCの整合性」に関連
して、「短期滞在手術基本料3のやり方
は今後も対象を広げていくのか」とい
う質問が出た。
佐々木企画官は、「定型化された治

療ということで一種DRG的な形をとっ
たが、今後も標準化されたものについ
ては同様の対応があり得る。ただし、
多様性のあるものを無理やりもってい
くことまで考えているわけではない。
そこは診療現場の実態に合わせて検討
していく」と答え、1つの選択肢とし
つつも、拡大の可能性があることを認
めた。
一方、金田委員（社会医療法人緑荘

会理事長）は、「救急は医療提供体制の
質が問われる問題だが、救急医療指数
は医療機関単位で評価されている。そ
こで、例えば、重症患者のたらい回し
率が高い医療圏にある医療機関の係数
を下げるといった、医療圏単位の評価
も導入してはどうか」と提案した。

『人員の配置だけでは加算できないよ
う、アウトプット評価を重視し、それぞれ
の病棟に在宅復帰率を定め、大病院の
外来を縮小し、主治医機能も取り入れ質
の高い在宅医療を目指した！」と、担当
医療課長補佐が今回の改定を総括した。
日本でもDPCやレセプトの電子化で

医療の質やアウトカムが診療報酬に大き
く影響する日本型P4Pが導入された感が
ある。同時に、財政状況に応じて在院
日数や重症度・医療看護必要度で容易
に医療費を抑える仕組もできてしまった。
平成27年度に地域医療ビジョンが策

定され、平成28年には都道府県が医療
提供サービスと保険者としての二つの
役割を持つことになるだろう。効率と
経済性を優先させたアメリカのHMO型
民間医療保険が手本にされたら大変な

ことになる。
一方、経済界ではアベノミクスによる
建設ラッシュと建築費高騰に湧き、そ
のまま2020年の東京オリンピックに突入
というバブル的な流れだ。黒田日銀総裁
のお札の大量印刷と長期国債大量購入
という背水の陣の円安マジックは、一
説には、10年は続くとの見通しもある。
今や、中国がアメリカを抜き、アジア
の多くの国が経済発展を遂げる中で、
その大きな経済圏の引力で必ず日本も

蘇ると予測する学者もいる。国は、す
でにルビコン川を渡ってしまったわけで、
デフレの時と違い、何もしないのが最大
のリスク！とばかりに「明るい未来を信
じて」前に進むしか道はなさそうだ。
ガラス張りの日本独自のP4P型診療

報酬の下で、難題を与え続けられて、脳
みそがちぎれるくらい考えて、質の向上
と持続可能な発展を勝ち取る。モデル
なき経営を迫られるわけで、できない
ことはトップがやるしかない。 （量）

持続可能な発展をめざして



（4）2014年（平成26年）5月1日（木） 全日病ニュース　第823号

□地域で急性期医療を担う病院（7対1）として

7対1病棟の維持、削減、10対1への移行
―3案軸に対応を検討

会員病院の報告●2014年度診療報酬改定をこう受け止める

社会医療法人緑壮会金田病院　理事長　金田道弘

「社会保障と税の一体改革説明会 IN
岡山」が、平成26年4月9日に岡山市で
開催された。財務省、厚労省、経産省
の順に講演があり質疑応答があった。
国の一般会計に占める社会保障費の

割合は、平成2年度に16.6%（11.5兆）で
あったが、平成26年度には31.8%（30.5
兆）と急速に増大した。社会経済に支
えられ社会保障制度・医療制度が成り
立っていることを私たちは忘れること
はできない。
地域医療の役割を果たそうと昼夜懸

命に努力している私たちは、同時に超
高齢社会における社会保障制度大改革
の真っ只中を生きている。地域医療の
現場責任者として、私たちには国・行
政に対して発言する責任もある。
そう考えると、社会保障制度改革国

民会議や産業競争力会議・医療介護等
分科会に、病院の代表が委員に加わら
れなかったことは残念だ。
私どもの病院は、岡山県北部の中山

間地にある真庭保健医療圏に属してい
る。当地域は岡山県一人々があたたか
く、犯罪も少ないとされ、愛育委員会
発祥の地でもある。
地域の高齢化と人口減は著しく、そ

の意味では日本の最先端地域と言え
る。人口5万人の医療圏内に中小病院
が8つもある病床過剰地域であったが、
最近5年間に、当院から約20キロ圏内
の2つの民間中小病院が倒産した（1つ
は隣接医療圏である）。

創設63年目の社会医療法人である当
院は、個人病院→医療法人→特定医療
法人→社会医療法人と、経営体制の脱
皮を行ってきた。昭和52年に最大病床
数278床であったが、将来の人口減と
機能充実を図るため、その後35年間に、
5回にわたるダウンサイジング（脱皮）を
繰り返し、現在は172床である。
施設を作らずにダウンサイジングを決
断した理由は、本来業務である病院機
能の充実に資源を集中し、近隣施設と
連携していくことを選択したからである。
私が理事長を務めるようになった28

年前から、経営環境の変化、医療制度
改革、医師・看護師不足等、激動の連
続だった。
何とか脱皮を繰り返してここまで生

きて来られた理由は、①理事・幹部の
危機感の共有、②建物への過大な投資
をしなかったこと、③近隣の医療機関と
の積極的連携、④何より素晴らしいス
タッフに恵まれたことだと考えている。
病院の理念は「私たちは医療を通し

て社会に貢献します」、本年の標語は
「とどけよう安心医療　つなげよう地域
医療」である。
当院は医療圏で唯一の社会医療法人

であり、唯一のDPC病院である。現在
の病床数は172床、全4病棟のうち7対
1・DPCが3病棟130床、うち亜急性期
病床13床、医療療養病棟が1病棟42床
である。介護関係施設は有していない
が、訪問看護ステーションと指定居宅

介護支援事業所がある。
病院の常勤医師数は13人、平均在院

日数は16日前後、年間救急搬送数は約
1,100件で、医療圏内で最も多くを受け
入れている。他医療圏からの搬送割合
は25%で、隣接する津山・英田医療圏
からが過半数である。
今回の改定は、国の目指すべき方向

を明確に示したという点で意義は非常
に大きい。しかしながら病院経営の立
場から見る現実は極めて厳しい。今ま
でに何度か大胆な改定はあったが、今
回ほどではなかった。
自院の病棟再編の検討にあたって考

えているポイントを列挙すると、①在
宅復帰率・平均在院日数等それぞれの
要件を満たせるか、②医療資源が確保
できるか、③新入院数と病床利用率は
どうか、④借入金を確実に返済しつつ
病院経営が成り立つか、⑤病床機能報
告制度・地域医療ビジョンとの関連は
どうか、⑥今後の改定も視野に入れた
選択か、等である。
今後の実際の当院の病棟再編案とし

ては、①DPC・7対1を2病棟 地域包括
ケア病棟1病棟 医療療養病棟1病棟、
②DPC・7対1を3病棟（地域包括ケア病
床含む） 医療療養病棟1病棟、③
DPC・10対1を3病棟 医療療養病棟1病
棟、等の可能性を視野に目下検討中で
ある。
検討にあたっての基本理念は、第1

に「医療圏において今後期待されてい

る各病棟の役割とは何か」、第2に「経
営・管理が成り立ち、職員を守り、社
会に貢献し続けることができるかどう
か」である。
具体的には、幹部会（理事長、院長、
副院長、事務長、看護部長等で構成）
がプロジェクトチームとなり、医局・
看護部・事務部・経営企画室等の各部
門の全面協力体制を構築し、実際に入
院患者シミュレーションを行う予定で
ある。
国は総理大臣を中心に、重大な決意

で持続可能な社会保障制度改革・医療
提供体制の再構築に取り組んでいる。
私たちはまず国と危機感を共有するこ
とが大切だ。川の反対側からいくら批
判し要求しても、それが通るような時
代背景・社会経済背景ではもはやない。
川を渡って目指すべき方向を国や都道
府県と一緒に見つめ考える必要がある。
地域医療ビジョンは、地域の責任者

が協議し協力して創っていくものでは
ないかと思う。ただし、医療圏におい
て期待される自院の役割も内部環境も
時代と共に変化する。それらに応え役
割を果たし続けるために自ら脱皮する
ことが繰り返し必要になる。
脱皮は痛みや苦しみを伴う場合もあ

るが、激動の時代を生きるためには不
可欠だ。病院も人生も逞しく生きて、
少しでも社会に貢献することに価値が
ある。脱皮を楽しむことが人生であり、
マネジメントではないかと思う。

□地域の中核的総合病院（7対1）として

地域包括ケア病棟は必要。
在宅・介護含むグループ内外の前後連携を強化

宗像水光会総合病院　理事長・院長　津留英智

社会保障と税の一体改革に示された
2025年へのシナリオに基づき2014年度
診療報酬改定が行われたが、2012年に
続いてまだまだ第2ラウンドである。地
域を背負ってリングに上がっている以
上、凄まじい連打に早々とノックダウ
ンすることは許されず、「地域医療ビジ
ョン」を見据え、必要な設備投資は行
いつつも今後医療費が伸びないことを
踏まえ、体力を温存しながら最終ラウ
ンドまでのペース配分が重要だ。
生き残りの戦術は「ケア複合体」とし
ての「打たれ強さ」であり、地域医療
を守る為に途中で心が折れることがな
いよう、事業を継続し踏ん張り続ける
しかない。
福岡市と北九州市の中間に位置する

当院は、『いつでも、どこでも、だれに
でも、必要で適切な医療を効率的に提
供する～地域と共に～』を理念に、平
成2年に開設した。
人口約17万人の医療圏（高齢化率

26.4%）で病床数300床（うち回リハ病棟
49床、亜急性期24床）を擁する、DPC
Ⅲ群に位置づけられる、地域の中核的
な総合病院である。
常勤医師50名（うちリハ専門医3名、

研修医7名）、総職員数816名。臨床研修
基幹型（定員4名）、平均在院日数は約
17.3日、年間救急搬送数は約2,800台で

ある。
ケア複合体として、介護老人保健施

設100床、介護付き有料老人ホーム50室、
自立型有料老人ホーム70室、サ高住33
戸、小規模多機能型居住介護施設、居
宅支援事業所、在宅介護支援センター、
地域包括支援センター、デイケア（定員
100名）、社会福祉法人によるデイサービ
ス（定員40名）、訪問看護、訪問リハビ
リ、ヘルパー、グループホーム18床（平
成26年4月に開設）、リハ・フィットネス
センターでの様々な介護予防事業（リハ
ビリに特化した半日デイサービス等）、
水光会健康増進クリニック、看護専門
学校、等々の施設・事業所を有する。
周囲の医療環境は、近くに医師会病

院164床（DPC7対1、紹介率90%、地域
医療支援病院）があり、また、隣接医
療圏には（旧国立）福岡東医療センター
（579床）があり、その影響もあって、
当院の紹介率は30.6%である。
入院は救急に依存しており、一日平

均外来患者数（462名）、年間入院患者
数3,780名（うち救急車からの入院1,159
名）。年間全手術症例数は1,473例、う
ち全麻は491例である。
今回の重症度・看護必要度変更にあ

たり、平成25年度のデータをシミュレ
ートした結果、旧基準16.7%⇒新基準
13.7%と約3%の低下となった。また、

平均在院日数は17.3日であり、90日越
えの特定除外患者を含めると17.8日（約
0.5日延長）、短期滞在手術患者を除外
すると約1日延長となった。
さらなる検討が必要だが、これまで

も亜急性期病床（24床）を運営してきて
おり、病院機能を最大限に生かすため
に、やはり地域包括ケア病棟1病棟（50
床）は必要と考えている。いわゆるア
キュート、ポストアキュート、サブアキ
ュートは当院に求められている機能で
あり、以前から全日病が提唱していた
『地域一般病棟』そのものと考える。
これまで以上に急性期患者がシーム

レスに、もれなく当グループの在宅・介
護部門へ移行できるように、グループ
内・外の連携強化を目的とし、昨年か
ら「介護事業推進室」を設置して専従
MSWを配置している。地域の在宅訪問
診療医、地域のケアマネ、また地域のサ
高住の職員も招き、ケースカンファを通
じて顔の見える勉強会を開催している。
また、前連携として、自院が地域の

急性期、回復期リハ、地域包括ケア病
棟として何ができ、何が得意な病院な
のかをしっかりとPRし、後連携として、
地域の療養型、老健、介護施設、サ高
住の空き状況を常時把握しながらも、
これからは全ての病床で在宅復帰率を
問われることもあるため、在宅復帰強

化対象施設か否かの動きも常時確認が
必要である。
これからは地域の在宅訪問診療医と

の連携も取りつつ、グループ内でも自
前で在宅訪問診療に対応できるよう準
備している。
フランス医療制度のHAD（在宅入院）
のごとく、在宅ベッドも治療病床であ
るという意識を高めて、訪問看護を強
化し、在宅でも24時間ある程度の医療
に対応可能な体制を検討している。
重症度、医療・看護必要度のポイン

トを上げるための姑息的手段や特別な
妙策は無いし、7対1の条件は、いずれ
の改定でさらに厳しくなっていくだけ
だろう。
必要なのは将来を見据えて、①地域

での医療・介護ニーズをどうとらえる
のか、②地域の中での自院（自グルー
プ）の立ち位置はどうなのか、③「病
床機能分化」と「地域連携」にどう対
応するのか、を常に意識することであ
ろう。
今後『病床機能報告制度』のデータ

を基に、各地域における『協議の場』で
医療提供体制が確立される。これまで
地域医療を底支えしてきた民間病院だ
けが、極めて厳しい状況に追い込まれ
ることのないよう、全日病及び各支部
には積極的な対応を期待したい。
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□急性期や在宅を後方支援する慢性期病院として

在宅復帰率で経営に新たな視点。
地域包括ケアは次回改定後の検討課題

医療法人社団康明会康明会病院　事務長　田島弘康

当院は東京都下日野市に位置する慢
性期の病院（96床2単位・療養病棟入院
基本料1）であり、4月1日現在、療養病
棟療養環境加算、医療安全対策加算、
退院調整加算、救急搬送患者地域連携
受入加算、患者サポート体制充実加算、
総合評価加算、在宅復帰機能強化加算
在宅療養支援病院、がん性疼痛緩和指
導管理料、脳血管疾患等リハビリテー
ションⅡ 運動器リハビリテーション料
Ⅰ、呼吸器リハビリテーション料Ⅰ他
を届け出ている。
平均在院日数は130日、病床回転率

は19%～28%である。
今改定で「在宅復帰機能強化加算」

が新設され、診療報酬は10点の加算と
なった。療養病床を担う病院に初めて
導入された「在宅復帰機能」を評価する。
ただし、在宅に退院した患者（1ヶ月以
上入院に限る）が50%以上で、尚かつ、
病床回転率が10%以上とされた。
療養病床では、平均在院日数163.2日

（平成25年12月厚労省の病院データ資
料）であるので、単純に30.4で除せば
18.6%の病床回転率が確保できる計算
だが、実際には、長期入院可能として
運営している病院と在宅復帰へ向けて
の入院を推進している病院の両極端に

なっていることが予想される。
「1ヶ月以上入院していた患者」を対
象に「在宅復帰50%以上」を確保すると
いうことだが、医療区分3と2以上に該
当する患者が80%以上という基準から
すると、医師をはじめ、看護師、MSW、
ケアマネといった在宅で療養する環境
を整える調整と専任者の配置を必須と
しないと、在宅へ向けた退院支援は非
常に厳しい現状にある。
この加算は、一般病棟7：1算定病院

の退院患者のうちの75%以上が、自宅、
回復期リハ、地域包括ケア病棟などを
退院先としなければならない基準（※1）
があり、この退院先に「在宅復帰機能
強化加算」を届出した療養病床も含ま
れることが、診療報酬の10点以上に大
きな効果がもたらされると期待できる。
当院は、4月の届出で、この「在宅復
帰機能強化加算」の届出を行った。
※1主な在宅復帰率
一般病棟入院基本料（7対1） 在宅復
帰率75%以上（新設）
地域包括ケア病棟入院料1（新設）
在宅復帰率70%以上
回復期リハ病棟入院料1 在宅復帰
率70%以上（60%以上からの引き上げ）
療養病床入院基本料1の在宅復帰機

能強化加算（新設）在宅復帰率50%
以上
日野市の人口は18万2,000人。一般急
性期を担う救急を含めた病院は市内に
476床（7：1の市立病院＝300床。他に
13：1及び15：1算定の病院）ある。当院
は毎月20件から25件の入退院がある
が、そのうち、7対1の病院からが22%
（5名前後）、在宅からは、緊急も含め
ると51%（10人前後）を占める。
在宅から入院するケースは、ほとん

どが地域のケアマネージャーから、次
に、在宅医療を担当する近隣の先生方
からの連絡である。療養病床の役割を
しつつ、救急治療レベルではないが一
時的に急性増悪した患者を診療し、在
宅へ戻すのか、入院して治療するかを
判断し、緊急用ベッドを常に2床確保
して、運営を継続している。
市内の診療体系は、当院を含む療養

病床が340床（すべて20：1）であり（精
神を除く）、在宅療養支援病院として、
クリニックを含む4医療機関と連携し、
強化型として地域医療の役割を担って
いる。市内で届出をしている病院は当
院のみであり、これは、当院の理念で
もある「地域を支え、地域に支えられ
る医療」を推進するものである。

今回の改定では医療療養の医療区分
制度が継続されたために大幅な報酬減
にはならなかったが、在宅復帰機能強
化加算が新設されたため、今まで療養
病床ではあまり認識されなかった「平
均在院日数」「在宅復帰率」「病床回転
率」に対応する取り組みが必要となっ
た。
また、療養病床でも可能となった、

新設の「地域包括ケア病棟」も、療養
病床から転換するには非常にハードル
の高い基準ではあるが、地域のニーズ
に応える役割を持つものである。療養
病床に留まらず「在宅復帰」がキーと
なっている。
医療療養病床が地域包括ケア病棟を

目指すと、これに係る加算も含め、医
師をはじめとする看護師、PT、OT等
増員の計画も必須となり、当然に人件
費増となるため、経営方針の決定も中
期計画内で進めなければならない。
今後の政策や制度改正を予想し、あ

らゆる観点から意思決定をしなければ
ならない。今後在宅復帰できる体制を
更に強化し、次回改正（2016年）の状況
を鑑み、地域包括ケア病棟も視野に入
れて進めたいと考えている。

□都会で在宅医療を担う病院（10対1）として

点数のシミュレーションから
14年改定のメッセージを読みとる

社会医療法人社団慈生会　等潤病院・常楽診療所　理事長　伊藤雅史

今回の診療報酬改定では、在宅不適
切事例の適正化による集合住宅などへ
の訪問診療・在宅時総合医学管理料
（在総管）が大幅に減算され波紋を呼
んでいる。紹介患者ビジネスへの対応
として評価する一方で、今後急増する
高齢者の住居として期待される集合住
宅の在宅医療が後退するとの懸念の声
もある。本稿では自施設の実績をもと
に、在宅医療における診療報酬改定の
影響を検討する。
当法人の中核である等潤病院は164

床のケアミックス病院で、病床の内訳
は一般122床（亜急性8床）、回復期リハ
42床である。DPC対象病院で入院基本
料は10対1、平成25年度実績で医療機
関係数は1.1950、一般病床平均在院日
数14.0日、全病床稼働率89.5%、救急搬
送件数2,214台（二次救急）である。
東京都足立区は大学病院などの中核

病院がなく、救急や地域医療を守るた
めに急性期機能を堅持すべく、320列
CTや3T－MRI、バイプレーン血管造
影装置などを導入し、情報共有ツール
としてのIT化にも注力している。
さらに強化型の在宅療養支援病院で

あり、近隣特養2施設の協力機関とし
て年間4例の看取り実績があるものの、
今後は、常楽診療所在宅診療部門との
統合を視野に入れている。
実質的に在宅医療を担っているのは

強化型の在宅療養支援診療所である常
楽診療所で、週4.5日体制で実施してい
る。平成25年1年間の月平均患者数は
146名で、自家などへの訪問（同一建

物以外）患者数は103名、集合住宅など
への訪問患者数はグループホーム43名
であった。同期間の訪問診療回数は月
平均276回、往診回数は月22回で、深
夜・緊急などの加算は年間23件、看取
り件数は29件、希望による死亡直前の
病院搬送は5名であった。
同期間に等潤病院退院時、在宅に直

接新規移行したのは30名で、その多く
は退院調整困難となり易い癌末期患者
であった。在宅から等潤病院への入院
は延142名、うち救急搬送は98名であ
り、在宅医療は中小病院における入口
出口問題解決の一助となっている。
緊急時の対応・連携に関し、電子カル
テにフルアクセスするモバイルPC（独
自開発）を訪問診療に導入し、病院、
診療所、介護事業所がリアルタイムに
情報共有しているが、この意義は大き
い。
表には平成25年1年間の診療報酬額

の理論値を示した。自家など（同一建
物以外）の在総管と訪問診療料の合計
（b）は75,268千円、グループホーム（同
一建物）の合計（c）は12,894千円、さ
らに、往診料や在宅ターミナル・看取
り加算などを加えた総額（a）は93,480
千円であった。
同一建物以外は、1日につき医師1名

が終日4日間、同一建物は医師1名が半
日で診療しており、同一建物は効率が
約40%高かった。在支診（病）と「それ
以外」も参考にして頂きたい。
平成26年4月改正による試算では、

同一建物以外（b）は微増だが、同一建

物を従来と同じく月2回訪問した場合
に（c）は45.7%の大幅な減額、総額（a）
も7.7%の減額となり、同一建物・医師
1名あたりの効率は逆転して約26%低く
なるなど、その影響は甚大である。
その一方で、在支診（病）以外の施設
のみ、同一建物以外（b）が24.4%もの
増額となることが注目される。
なお、同一建物であっても月1回は

個別訪問、あるいは往診、末期癌患者
等では減額はなく、しかも医療機関の
区分に関係なく在総管・訪問料が一律
で増額となった。当施設の規模では患
者の同意、算定要件をクリアできれば、
理論的には同一建物のカウントを免れ
ることは可能で、その場合（c）の部分
は85.6%の大幅な増額となる。
総額（a）も10.4%増で、注目すべきは、
在支診以外では34.0%もの増額となる。
現実的には困難が予想されるため、必
要な往診を充実させる方針ではある
が、患者数が少ない医療機関では十分

検討に値する。
また、機能強化型の実績要件は厳格

化され、複数医療機関の合計だけでは
なく個々の医療機関にも実績を求めて
おり、その影響は少なくないと予想され
る。その一方で、強化型の要件を満た
さなくても十分な緊急往診及び看取り
実績を有する在支診（病）には、看取り
を中心に新たな加算項目が追加された。
以上、今回の改定から読み取れる在

宅医療の方向性は、強化型要件を厳格
化して人員配置などの規模に対する評
価は頭打ちとして、看取り実績への評
価を高めることで看取りを担う医療機
関の裾野を広げ、集合住宅においては
集団ではなく患者の真のニーズに合わ
せた個別訪問を、地域に根差した規模
の小さな医療機関が協力して担うこと
を求めている。
在宅医療においてもStructure評価

からOutcome評価への転換が明らかと
なってきた。

（a）総額

    （b）同一建物以外（自家等）

    （c）同一建物（グループホーム）

（a）総額

    （b）同一建物以外（自家等）

    （c）同一建物（グループホーム）

（a）総額

    （b）同一建物以外（自家等）

    （c）同一建物（グループホーム）

93,480

75,268

12,894

84,056

66,308

12,894

61,548

43,908

12,894

86,304（－7.7%）

75,337（+0.1%）

  6,999（－45.7%）

77,257（－8.1%）

66,377（+0.1%）

  6,015（－53.3%）

63,368（+3.0%）

54,617（+24.4%）

  4,834（－62.5%）

103,235（+10.4%）

  23,930（+85.6%）

  95,171（+13.2%）

 23,930（+85.6%）

 82,463（+34.0%）

 23,930（+85.6%）

   H25実績

月2回同一建物

強化型
在支診（病）

在支診（病）

それ以外

　　　　H26.4改定による試算

  月2回同一建物　          月複数回訪問※区　　分

（a）＝（b）＋（c）＋往診等加算、（b）（c）＝在総管＋訪問診療料　※月1回は同一建物以外を算定した場合

（表）H25.1～H25.12までの訪問実績による診療報酬額（理論値。単位千円）
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プログラム法項目の議論に着手。年内に結論、来春に法改正
医療保険部会 大病院外来の定額自己負担制度と入院時生活療養費の見直しが俎上に

4月21日に開催された社会保障制度審
議会の医療保険部会は、社会保障・税
一体改革のプログラム法に盛り込まれ
た医療保険制度改革の実施項目を確
認、議論の日程を了承した。
改革項目は国保と被用者保険に関す

るものがほとんどだが、給付に関して
は、大病院外来への定額自己負担制度
の導入と入院時の食事療養費と生活療
養費の見直しが検討される。
大病院外来における定額自己負担制

度とは、現在、200床以上の病院にお
ける紹介連携がとれない患者の初再診
は選定療養とし、保険適用以外は各医
療機関の自由な徴収に委ねている制度
があるが、これを援用し、「大病院」は
一律の定額制にするというもの。
一方、入院時生活療養費に関しては、
現在、療養病床に入院する65歳以上が
負担している入院の生活コストの内容
を見直すというもので、対象に一般病
床が追加されることも予想される。
プログラム法で定められていない案

件も含めて7月までにすべての項目の
議論を一巡、一定の方向性を打ち出し
た上で、9月から年末にかけての検討
で法改正の具体的内容を煮詰めるとい

うのが議論のスケジュール。事務局（厚
労省保険局総務課）は来年の通常国会
への法案提出を目指すとしている。
議論の中で、白川委員（健保連副会長）
は「高齢者医療費の負担の問題を含め、
全体として高齢者医療制度のあり方を
議論願いたい」と求めた。さらに、「“療
養の範囲の適正化”とあるが、プログラ
ム法にない事項も含めて検討すべきで
ある」と主張した。
これに小林委員（全国健康保険協会

理事長）も同調、「プログラム法にとら
われず医療保険制度全体を見直すべき
だ。とくに、傷病手当金などの現金給
付の見直しを急いでほしい」と注文した。
一方、国保運営の都道府県移行に関

して、岡崎委員（高知市長）は「国保の
市町村から都道府県への移管をめぐる
国と地方の協議が進まない。これを早
くしないと医療保険部会の議論との連
携がとれない」と、両方の庶務を兼ね
る厚労省保険局に苦言を呈した。
□プログラム法に盛り込まれた改革事項
（2015年に国会提出する法案事項。2014
年度税制改正・予算措置済および政令
改正事項は除く）
●国民健康保険に対する財政支援の拡

機能分化における知事の権限強化に懸念の声も

産科補償制度 2015年以降の掛金は1.6万円。一時金の額で議論を続行

4月21日の医療保険部会で、医政局の
梶尾指導課長は「地域医療ビジョン（地
域医療構想）」と「新たな財政支援制度
（新基金制度）」について説明。「地域医
療再生基金とは異なって法律にもとづ
く基金であり、恒久的制度である」と
明言した。
地域医療ビジョンに関連して、委員か
らは「都道府県知事の権限がいたずら

に強化されても困る。（関係者による）
協議の場を抑止力にしていかないとま
ずいのではないか」という意見が出た。
この懸念に、梶尾課長は、「（過剰な

機能への病床転換の中止を）知事が勝
手に指示できるわけではない。基本的
には（県の）医療審議会に諮って行使さ
れるのであり、そこで抑止力が働く」
という認識を示した。

4月21日の医療保険部会は、産科補償
制度の見直しに伴う新たな掛金を1万
6,000円とすることで合意した。
同制度を運営する日本医療機能評価

機構と厚労省医政局（総務課医療安全
推進室）が協議した結果の案を了承し
たもので、2015年1月以降の分娩から
適用される。
産科補償制度については、1月20日の
同部会で、補償対象基準を在胎週数32
週以上、出生体重1,400g以上とするな
どの見直し案で合意している。
これにもとづいて、補償対象者数を

年間571人（推定区間423人～719人）と
推計、上限の719人をもとに保険料（評
価機構が損保会社に収める額）を算出
したところ、1分娩につき2万4,000円と
なった。

この額に、1月20日に合意された「剰
余金は15年以降の保険料に充当する」
方針にしたがって1分娩当たり8,000円
を充当すると、新たな掛金は1万6,000
円となる。現在の3万円からは大きな
減額となった。
この日の部会は、15年以降の出産育

児一時金の額をめぐって、新たな掛金
にスライドした減額を求める保険者側
委員と現行「原則42万円」堅持を求め
る委員とで、意見が分かれた。
医療保険部会の合意を得た評価機構

は新たな保険料で金融庁への申請を進
めるが、出産育児一時金の額の変更は
政令（健保法施行令）の改正を必要とす
るため、年内いっぱいに結論を得るべ
く、医療保険部会は引き続く議論を行
なう方針だ。

充
●国保の都道府県運営を基本とした上
で、保険料の賦課・徴収と保健事業の
実施等、都道府県と市町村の役割分担
に必要な方策
●健康保険法等の一部改正法（2013年）
附則第2条に規定する所要の措置
●後期高齢者支援金の全てを標準報酬

総額に応じた負担とすること
●被保険者の所得水準の高い国保組合
に対する国庫補助の見直し
●国保保険料の賦課限度額及び被用者
保険の標準報酬月額等上限額の引上げ
●外来給付の見直し（大病院外来定額
自己負担）及び入院給付（入院時食事療
養費・生活療養費）の見直し

報告●有床診と中小病院の防災体制をめぐる議論

スプリンクラー一定面積の医療機関に義務化という方向で議論
有床診中心の議論に、義務化対象外小規模病院の検討を提起。次回議題に

「有床診療所・病院火災対策検討部会」委員・副会長　安藤高朗

昨年10月に福岡市の有床診療所で発
生した火災を受けて、行政は医療機関
の防火体制のチェック、設備の緊急点
検の呼びかけといった対応を迫られ
た。昨年11月に発足した「有床診療
所・病院火災対策検討部会」もその取
り組みの一つである。筆者は、病院の
立場からこの部会に参画している。
10名の死者と5名の負傷者を出すに至
った原因を検証し、今後の予防に活か
そうと、部会は事務局である消防庁予
防課の協力を得ながら、真剣な議論を
重ねてきた。
厚生労働省は、2013年度補正予算に

「医療施設等施設整備補助金（スプリ
ンクラー等施設整備事業）」を計上し、
小規模医療機関を対象にスプリンクラ
ー等の火災対策に補助を行った。こう
した行政の対応を背景に、部会は、一
定面積以上の医療機関にスプリンクラ
ー設置を義務化するという方向で議論
を進めている。
この補正予算が各医療機関に不公平

感なく配分され、来年度以降も長く続
くことで、義務化の動きと連動してい
くことが出来るよう期待している。
義務化を考える上で難しいのは、すべ
ての診療科の有床診を対象とするべき
かという、例外医療機関設定の問題で
ある。この背景には有床診の経営の難
しさがある。委員からは、スプリンク

ラー設置が義務化された場合、無床診
療所へと転換するあるいは診療所を閉
じてしまうケースが起こりかねないと
いう懸念が示されている。
地方都市では、都会であれば中小病

院が担うような役割を有床診が引き受
けているケースが多く、閉院が地域医
療に与えるダメージは大きい。義務化
による有床診の減少は避けねばならな
いというのが部会の共通認識であり、
義務化免除の診療科の検討が行われて
いる。
しかし、こうした状況は有床診に限

らず規模の小さい中小病院も同様であ
る。経営が厳しい中、床面積が規定以
下ということで、スプリンクラー設置
義務の対象になっていない病院は数多
く存在する。こうした医療機関は、本
当にスプリンクラー設備の必要がない
ままで良いのかという疑問が浮かび上
がる。
そもそも、本部会の発足は、福岡市

の火災を顧み、今まで行政の目の行き
届いていなかった医療機関に目を向け
ていくというところに一つのポイント
がある。そうした観点から、第3回対
策部会で、筆者は中小病院もスプリン
クラー検討対象に入れてもらいたい旨
を提案し、第4回部会の資料では、対
象設定の議論のために、事務局から有
床診と小規模病院の比較資料を提出し

てもらった。
さらに、次回5月21日の第5回部会で
は、200床未満の医療機関を対象にス
プリンクラー設備について行ったアン
ケートの集計結果が示される予定であ
る。小規模病院の実情を把握すること
で、議論がさらに発展していくと考え
ている。
これまでの議論について、四病協は、
①厚労省の補助金の措置の来年度以降
にわたる継続と増額、②スプリンクラ
ー設置基準を適用する際の十分な経過
措置期間の確保、③スプリンクラー等
消防設備の設置対象の特例免除に関す
る十分な議論という3点を要望として
まとめている。
全日本病院協会としては、患者の安

心安全を考えれば、小規模病院におい
ても、すべてのエリアにスプリンクラ
ー制度を適用するべきだと考えてい

る。それは、本来すべて補助金で賄う
という前提であるが、仮に自己負担が
発生するのであれば、福祉医療機構か
ら低利での融資を要請することを考え
ている。
委員として部会に参加する以上、補

助金事業が今後も継続的に続けられる
よう図っていくことはもちろんである
が、対策部会が設置された目的を常に
意識し、スプリンクラー一点に傾きす
ぎない議論を行うことが重要と考え
る。
消火器や通報装置といった他のハー

ド面の検討も引き続き行うと同時に、
今後は防火訓練や職員の教育といった
ソフト面からのアプローチにも力を入
れていくべきだろう。
火災を防ぐのは人である。委員一人

一人と細かな議論を行い、腰を据えて
しっかりと対策を練っていきたい。

▲検討部会で安藤副会長（向う側左端）は有床診と中小病院をともに議論するよう求めた（3月27日）
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報告●「平成25年度個人情報保護に関するアンケート調査」の結果

53.1％がSNSに制限をかけず。ＵＳＢへの制限も27.6％
診療情報開示請求のあった施設が70％を越える。26.4％で開示請求が増加傾向

個人情報保護担当委員会 委員　森山　洋

全日本病院協会は、平成17年より個
人情報保護法認定保護団体として活動
してきたが、その一環として、毎年、
会員施設における取組みについてアン
ケートを実施している。
調査に関して、平成25年度で変更し

た点は以下の4点である。
①アンケート依頼・回収時期の変更（7
～9月→12月～2月）
②依頼・回収方法の変更追加（メールを
利用したPDFファイル送信を主に
FAX・郵送を併用）
③USBメモリー認識へのセキュリティ
設定に関する設問の追加
④SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）に対する組織的対応に関す
る設問の設定
本調査は、過去7年間常に40％台と

いう高い回収率で推移してきたが、平
成25年度の回答施設数は678病院にと
どまり、回答率も27.8％（前年度42.1％）
という残念な結果となった。
その原因としては前出変更点①と②

の影響が考えられるため、今年度の実
施にあたっては、周知の問題を含めて
改善が必要と認識している。
今回は、これまで行ってきた全体群

と歴年連続提出群の比較を主とせず、
全体傾向と新項目に関する考察を主に
報告する。なお、本調査については全
日病ホームページに全結果を掲載する
予定である。

◯回答の全体傾向
「回答施設の概要」では、会員病院の
数が2,363から2,442へと79もの増加ぶ
りと、中でも、500床以上の病院の割

合が3.5％から6％へと増加した点が注
目される。
「個人情報保護法への組織的対応・準
備について」では、「組織体制」と「規
定整備」に変化は見られなかったが、
「掲示物の設置場所・告知方法」におい
て、「待合室への掲示」「入院案内への
記載」「ホームページへの記載」がそれ
ぞれ5％以上増加した。
「情報システムのセキュリティについ
て」については、「アクセスへのログ管
理」が8％増加した。
また、「個人情報外部持ち出し制限

内容」に回答項目として新設した
「USB認識に対するセキュリティーの
設定」については、27.6％の施設が物
理的制限をかけていた。
さらに、SNSに関する新しい設問で

は、53.1％の施設が特に制限をかけて
なく、規定文書による制限が22.3％、
すべて制限しているのは9.7％という結
果であった（別表）。
「個人情報保護法施行に際し、実施し
た事項」では大きな変化はなかった。

「院内研修の実施状況について」では、
「定期的な研修実施施設」が前年から
7％増えて79.9％となったものの「開催
時期」「対象者」「開催回数」に変化はな
かった。
一方、「職員への周知徹底、意識向

上の為に研修内容で工夫している点」
では、「外部講師の招致」が4.5％増の
32.2％となった。この設問に関して、
自由記入欄には、「報道での実例紹介
や年に一度全職員に理解度テストを行
っている」という事例が報告された。
「外部の研修会への参加について」で
は、全設問とも変化が少なかった。
「個人情報保護に関する苦情などにつ
いて」においても、「保険加入」「問題
発生時の相談相手」「苦情件数」「補償
事例数」等に変化はなく、苦情を除く
「個人情報保護に関する相談・問合せに
ついて」にも、変化は見られなかっ
た。
平成20年から設問に加えた「診療情

報の開示について」では、開示請求が
あった施設が初めて70％を越えて72.4％

（前年比7.7％増）となり、平成20年の
53.5％から急激に増加していることが
わかる（別表）。件数推移に関する設問
でも、26.4％の施設で増えたと回答して
いる。
「当協会の個人情報保護法への取り組
みについて」に対する回答からは年々
活動が浸透していることが伺えるが、
アンケートに連続して回答する施設群
では、さらに認知度が高かった。
以上の結果を踏まえ、本委員会は、

今後も、アンケートや研修会を継続し
ていくことで会員施設を支援していき
たい。

□ＳＮＳに対する制限について

□病院で定める正規の手続きを経た診療情報開示の請求の有無

①制限していない

②規定文書による制限文のみ

③すべて制限している

④その他

未回答

360

151

66

69

32

53.1

22.3

9.7

10.2

4.7

回答数
（件）

構成割合
（％）

H25年
(n=678)

全　体

個人情報のセキュリティ対策

診療情報開示の
請求の有無

①請求あり

②請求なし

未回答

491

164

23

72.4

24.2

3.4

H25年
(n=678)

全　体

回答数
（件）

構成割合
（％）

643

311

40

64.7

31.3

4.0

H24年
(n=994)

回答数
（件）

構成割合
（％）

724

418

61

60.2

34.7

5.1

H23年
(n=1203)

回答数
（件）

構成割合
（％）

676

0

437

60.7

0.0

39.3

H22年
(n=1113)

回答数
（件）

構成割合
（％）

588

443

6

56.7

42.7

0.6

H21年
(n=1037)

回答数
（件）

構成割合
（％）

598

519

0

53.5

46.5

0.0

H20年
(n=1117)

回答数
（件）

構成割合
（％）

567

442

70

52.5

41.0

6.5

H19年
(n=1079)

回答数
（件）

構成割合
（％）

290

255

34

50.1

44.0

5.9

H18年
(n=579)

回答数
（件）

構成割合
（％）

診療情報開示の
請求の有無

①請求あり

②請求なし

未回答

60

13

0

82.2

17.8

0.0

H25年
(n=73)

8年連続提出施設

回答数
（件）

構成割合
（％）

58

14

1

79.5

19.2

1.4

H24年
(n=73)

回答数
（件）

構成割合
（％）

60

0

13

82.2

0.0

17.8

H23年
(n=73)

回答数
（件）

構成割合
（％）

58

0

15

79.5

0.0

20.5

H22年
(n=73)

回答数
（件）

構成割合
（％）

54

19

0

74.0

26.0

0.0

H21年
(n=73)

回答数
（件）

構成割合
（％）

49

24

0

67.1

32.9

0.0

H20年
(n=73)

回答数
（件）

構成割合
（％）

46

21

6

63.0

28.8

8.2

H19年
(n=73)

回答数
（件）

構成割合
（％）

47

25

1

64.4

34.2

1.4

H18年
(n=73)

回答数
（件）

構成割合
（％）

全日病主催「特定保健指導実施者育成研修
（基礎編・技術編）」開催のご案内

本研修会は「厚労省プログラム」の「研修ガイドライン」
に則っています。

日　　時●6月7日（土）13：00～18：15
6月8日（日） 9：30～15：30

会　　場●全日本病院協会 大会議室1
東京都千代田区猿楽町2－8－8 住友不動産猿楽町
ビル7F
※JR総武線・都営三田線「水道橋」駅下車徒歩4分

対 象 者●（1）医師・保健師・管理栄養士、（2）看護師・栄養
士・歯科医師・薬剤師・助産師・准看護師・歯科
衛生士で当協会の「特定保健指導専門研修・食
生活改善指導担当者研修」を受講した方、（3）
事務職員（基礎編のみの受講となります）

定　　員●65名（先着順）
参 加 費●上記（1）（2）の方　

会員3万5,000円　会員以外　4万5,000円
上記（3）の方
会員5,000円　　 会員以外　1万円

申込締切●5月23日（定員に達し次第締切ります）

＊詳細は全日病ホームページの案内を参照してください。

全日病主催「第15回機能評価受審支援
セミナー（大阪会場）」開催のご案内

テーマ●新評価体系（3rdG：Ver1.0）の本質に迫る　
―ケアプロセス・組織運営について―

日　　時●6月15日（日）12：30～16：00
会　　場●新梅田研修センター

大阪市福島区福島6－22－20）
※JR大阪駅から無料直通シャトルバスで5分、
中央北口より徒歩約10分

定　　員●［診療領域］ 90名　
［看護領域］ 90名　
［事務管理領域］90名
※1施設6名まで（各領域先着順）

参 加 費●1名につき　会員病院 5,000円
会員以外 7,000円

申込締切●5月28日（定員に達し次第締切ります）

＊詳細は全日病ホーム
ページの案内を参照
してください。

全日病主催 2014年度「第13回病院事務長研
修コース（病院管理士認定）」開催のご案内

本研修では要件を満たした方を病院管理士として認定
いたします。

日　　時●2014年6月～2015年1月
全8単位（各単位2～3日。計19日）

会　　場●東京都内（単位により会場が異なります）
定　　員●48名（先着順）
受 講 料●会員病院42万円、会員以外52万円
申込締切●6月9日（定員に達し次第締切ります）

＊詳細は全日病ホームページの案内を参照してください。
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報告●多職種協働によるチーム医療の推進事業「職種横断的質向上チームの構築と推進人材の育成」について

多職種協働を支える組織横断的連携を促す研修企画を実践
TQMの思想を活用。業務改善に繋がる成果。平成26年度厚労科研も受託

医療の質向上委員会委員長　飯田修平

医療の質向上委員会が平成25年度に
実施した事業の1つに、厚生労働省より
受託した多職種協働によるチーム医療
の推進事業「職種横断的質向上チーム
の構築と推進人材の育成」がある。平
成26年度を迎え、その実践結果の概要
を報告する。

●事業の背景
良質の医療を提供するには多職種協

働チーム医療の展開が必要である。し
かし、病院では、制度の制約、専門性
や職務分掌を理由に、縦割り・横割り
の組織の壁がある。専門分化がこの傾
向を増強し、全体最適を図ることが困
難である。
個人や一部の部署が努力しても、関

係部署との連携がなければ齟齬が生じ
る。組織構造や意識の壁を超えた組織
横断的連携が必要であるが、これを促
進する教育研修プログラムは未だ開発
されていない。
●事業の概要
医療の質向上を目的に、多職種協働

チーム医療の研修プログラムを開発し、
実施した。
（1）「TQM（総合的質経営）の医療への
適用－医療と社会と法－」研修会（愛媛
県松山市）
平成25年9月14日～9月16日。参加

20病院26名。
TQM（Total Quality Management 総
合的質経営）の導入には経営者の実践
の意思が必須である。病院経営者およ
び幹部職員を対象に、考え方の基本と、
リーガルマインド（法の精神）の理解と
医療への適用を目的とした。
医療・TQM（飯田修平）、社会（長谷

川友紀東邦大学教授）、法（宮澤潤弁護
士）の講義の後、グループ討議を主体に
した。懸案課題に関する本質的な議論

ができた。
（2）職種横断的質向上チームの構築と
推進人材育成研修
Ⅰ. 第1回業務フロー図作成研修会
平成25年11月23日、24日。参加
35病院137名。

Ⅱ. 第2回業務フロー図作成研修会
平成26年3月8日、9日。参加31病
院121名。

“チーム医療”のかけ声だけではなく、
多職種で具体的に業務を検討する必要
がある。業務とその問題の“見える化”
には業務フロー図作成が最適である。
事前に自院の薬剤業務（Ⅰ注射・Ⅱ内

服）のフロー図を作成し、研修当日は、
事業概要説明、多職種チーム医療、業
務フロー図作成講習会の目的、TQM、
チーム医療、業務工程図、業務フロー
図作成のコツ、ダブルチェック等の講
義の後、薬剤業務工程図を作成すると
ともに、その見直しと修正を図り、各
自発表した。
Ⅲ.「医療のTQM七つ道具」研修会
平成26年2月11日。参加59病院181
名。
質向上・改善を実施するには、具体

的問題に最適の手法を活用しなければ
ならない。
本研修会では、『医療のTQM七つ道

具』を教材に、多職種協働チーム医療、
「医療のTQM七つ道具」開発の経緯、
①業務工程（フロー）図、②QFD（品質
機能展開）、③FMEA（故障モード影響
解析）、④5W1Hメリット・デメリット表、
⑤RCA（根本原因分析）、⑥対策発想チ
ェックリスト、⑦まぁいいか（不遵守）防
止ツールを執筆者が講義。「まぁ、い
いか防止ツール」が世界共通の大きな
課題であることを強調した。
Ⅳ. 職種横断的質向上チームによる改
善事例報告会

平成26年3月21日。参加24病院58名。
Ⅰ・Ⅱの研修会参加病院の中から、改
善に結びつけた4病院の報告と質疑が
あった。

（3）チーム医療実践医療施設見学
Ⅰ.練馬総合病院（平成25年12月14日）
Ⅱ.ひたちなか総合病院（平成26年1月
25日）
希望者が上記2病院における発表大

会に参加した。
●本事業実施による成果等
職種横断的質向上チームによる改善

事例報告会では、業務フロー図作成研
修会後3ヶ月にも関わらず、4病院の発
表があった。
アンケートの自由記載欄や発表者か

ら、職種横断チームで本講習会に参加
して業務フロー図を作成した経験を基
に、部分（部署内）最適ではなく全体
最適の視点を持って、改善した業務フ
ロー図を現場で作成できた、との意見
があった。
病院管理者である参加者からは、

TQMの考え方を学ぶことが中堅職員
の管理職研修にもなり、グループワー
クでコミュニケーション力も向上し、
今後の組織的な業務改善に繋げるきっ
かけになったという意見があった。
インシデント報告が最も多いのが薬

剤関連業務である。2回の業務フロー

図作成研修会では入院患者の注射薬指
示から投与と内服薬指示から投与に絞
った。
これらの業務には定形業務と非定型

業務があるが、定形業務作成後に非定
型業務、例えば持参薬投与、夜間薬剤
投与等の業務フロー図を作成させるこ
とで、病院内の各職種の業務の見える
化、役割分担とともに、業務フロー図、
業務手順の不備が自覚できた。
今後、業務フロー図の再作成と業務

手順の見直しが参加病院毎に行われる
ことが期待される。
●今後の課題
多職種協働チーム医療実践の事例集

積と研修教材の精緻化が今後の課題で
ある。
●まとめ
医療の質向上委員会を設置した平成

12年から、TQMを医療界に展開して
きたが、厚生労働事業を受託して活動
した意義は大きい。
また、これらの成果を基に、本委員

会が企画した「業務フロー図に基づく医
療の質向上と安全確保を目指した多職
種協働チームの構築と研修教材・プロ
グラム開発に関する研究」が、平成26
年度の厚生労働科研費に採択された。
引き続き、関係各位のご支援とご協

力をお願いしたい。

全日病・医法協共催
「平成26年度臨床研修指導医講習会」開催のご案内

本講習会は厚生労働省の開催指針に則った指導医養成講習会です。

日　　時●11月8日（土）10：00～ 22：00
11月9日（日） 8：20～16：30

（1泊2日の宿泊研修形式。実講習時間16時間以上）
会　　場●全日本病院協会 大会議室1

東京都千代田区猿楽町2－8－8住友不動産猿楽町ビル7F
JR総武線・都営三田線「水道橋」駅下車　徒歩4分

対 象 者●①臨床研修病院又は研修協力施設、②臨床研修病院又は研修協力施
設への申請を検討している施設。①②で7年以上の臨床経験を有す
る医師

参 加 費●会員病院　6万5,000円
会員以外 8万5,000円（昼食代・資料代を含む）
※宿泊は各自で手配をお願いします。

定　　員●40名（先着順）
＊詳細は全日病ホームページの案内を参照してください（8月を目途に正式な
開催案内を掲載します）。

全日病主催「第38回ハワイ研修旅行」のご案内

旅行期間●10月28日（火）～11月2日（日）6日間
参 加 費●成田発着　　19万7,000円

関空発着　　21万5,000円
福岡発着　　20万2,000円
（それぞれ燃油サーチャージを含む。添乗員同行）

募 集 人 数●成田発着　　60名（35名）
関西発着　　20名（15名）
福岡発着　　20名（15名）
＊括弧内は最少催行人数

利 用 予 定●日本発着航空会社は日本航空、デルタ航空、ハワイ
アン航空、全日空。ホテルはハイアットリージェン
シー ワイキキビーチ リゾートアンドスパ。

旅行企画・実施●トップツアー株式会社
（観光庁長官登録旅行業第38号 JATA正会員）

応募締切日●7月31日

＊詳細は全日病ホームページ掲載の案内を参照してください。

▲「医療のTQM七つ道具」研修会の様子


